
夕涼み会企画委員会設置規則 

（目的） 

第１条 自治会の重要行事である夕涼み会を充実したものとし、その企画、外部関係者と

の折衝並びに年次開催における継続的な改善案策定を主として担い、行事部を支

援するため、夕涼み会企画委員会（以下「企画委員会」という）を設置する。 

 

（所管事項） 

第２条 企画委員会は、次の事項等を協議し、夕涼み会の充実を図るものとする。 

（１） 会場レイアウトの検討 

（２） プログラムの決定 

（３） 出演者及び対外関係者との折衝 

（４） 使用機材の妥当性の確認 

（５） プログラム実施分担の確認と全体のとりまとめ 

（６） 行事部の支援 

（７） 夕涼み会運営等に係る改善案の策定 

 

（委員の構成） 

第３条 委員の構成は次による。 

（１） 委員は、夕涼み会運営経験者及び専門知識を有する者等から選出し、本部会の承

認を得て決定する。 

なお、委員には、行事部担当副会長及び行事部部長・副部長並びに自治会館事務

員１名を含むこととする。 

（２） 委員の数は、１０名程度とする。 

（３） 委員長は、委員の中から互選により決める。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（運営） 

第５条 委員会の運営は、次のとおりとする。 

（１） 委員会は、委員長が必要に応じて開催する。 

（２） 委員会で第２条に掲げた事項等を協議し、役員会に諮れるよう、「西柴団地夕涼み

会実施計画」を立案する。また、計画に大幅な変更が生じた場合も、役員会に諮る。 

（３） 役員会了解の下、行事部及び各部と協力し、自治会全体で夕涼み会を実行する。 
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